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【改定版・概要版】

計画期間：令和３年度～令和１２年度
令和８年１０月改定

釧路市一般廃棄物処理基本計画は
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
（昭和45年法律第137号）に基づき
市町村が定める計画であり、ごみの
減量やリサイクルの推進及びごみの
処理などに関する基本的な政策を定
めるものです。
なお、本計画は、ごみ処理の基本

計画を定めたごみ処理部門と生活排
水処理の基本計画を定めた生活排水
処理部門で構成しました。
令和３年３月の計画策定から５年

が経過したことから、前半５年間の
取組実績と社会情勢の変化を踏まえ
た中間改定を行いました。
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